
本
稿
は
左
記
の
拙
論
の
続
編
で
あ
る
。

・
「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏
　
│
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
│
（
一
）」

（『
鶴
見
大
学
紀
要
』
第
47
号
　
第
一
部
　
日
本
語
・
日
本
文
学
編
　
平
成
22
年
3
月
）

西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る
増
補
と
脱
漏

―
異
本
注
記
の
有
無
に
つ
い
て
―
（
二
）

小
林
　
恭
治

－37－
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資
料
Ｂ
│

4
の
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
併
」
の
右
に
「

」
と
い
う
漢
字
の
記
載

が
見
え
る
が
、
こ
れ
は
観
智
院
本
に
見
え
な
い
。
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体

が
佚
文
で
あ
る
が
、
こ
の
西
念
寺
本
の
「

」
は
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、

西
念
寺
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
資
料
Ｂ
│

4
の
各
写
本
の
末
尾
に
記
載
さ
れ
た
注
記
は
、
多
少
の
字
形

の
相
違
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、『
僻
丶
』
を
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
西
念
寺
本
に

は
『
僻
丶
』
の
『
丶
』
が
見
え
な
い
が
、
こ
れ
は
脱
漏
と
思
わ
れ
る
。『
僻
丶
』
は
標
出
漢
字
の
意
義
注
記
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の

意
義
的
な
観
点
か
ら
、
資
料
Ｂ
│

4
の
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
は
「
併
」
で
は
な
く
「

」
の
方
が
適
切
と
考
え
る（

19
）。

し
か
し
、
西
念
寺
本
の
「

」
字
の
増
補
を
異
本
対
照
に
よ
る
異
本
注
記
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
、
異
本
を
示
す
『
イ
』

な
ど
の
記
述
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、「

」
字
に
つ
い
て
の
情
報
源
が
不
明
と
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
西
念
寺
本
の
「

」
と
い
う
付
記
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

〈
ａ
〉
あ
る
転
写
時
に
標
出
漢
字
を
「
併
」
と
誤
写
し
た
後
、
異
本
の
対
照
に
よ
り
「

」
を
付
し
た
。
異
本
注
記
で
あ
る
こ
と
を
示

す
『
イ
』
な
ど
の
記
述
は
、
そ
の
際
に
書
き
忘
れ
た
か
、
後
の
脱
漏
と
考
え
る
。

〈
ｂ
〉
あ
る
転
写
時
に
標
出
漢
字
を
「
併
」
と
誤
写
し
た
人
物
が
、
直
後
に
誤
記
に
気
付
い
て
「

」
を
付
し
た
。

〈
ｃ
〉
あ
る
転
写
時
に
標
出
漢
字
を
「
併
」
と
誤
写
し
た
後
、
別
の
人
物
が
誤
り
に
気
付
い
て
「

」
を
付
し
た
。

資料B－4

4
、「

」（
9
オ
）
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そ
も
そ
も
一
般
に
「
○
○
イ
」
と
い
っ
た
異
本
注
記
は
、「
異
本
で
は
○
○
と
あ
る
」
と
い
っ
た
、
所
持
本
と
の
相
違
点
を
示
す
注
記

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
異
本
注
記
は
、
記
述
の
正
誤
を
確
定
す
る
以
前
の
、
正
誤
を
検
討
す
る
た
め
の
材
料
を
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
と
言
え
る
。
と
す
れ
ば
、
所
持
本
に
お
け
る
「
明
ら
か
な
誤
記
」
に
気
付
い
た
場
合
に
は
、「
異
本
で
は
○
○
と
あ
る
」
な
ど

と
せ
ず
、
根
拠
を
示
す
こ
と
な
く
訂
正
の
記
述
を
施
せ
ば
よ
い
。

但
し
、
所
持
本
自
体
の
権
威
や
、
所
持
本
の
書
写
者
に
対
す
る
敬
意
な
ど
の
理
由
に
よ
り
、
所
持
本
の
現
況
を
尊
重
す
る
立
場
で
あ
れ

ば
、
異
本
対
照
に
よ
り
、
所
持
本
の
「
明
ら
か
な
誤
記
」
を
発
見
し
た
際
に
も
異
本
注
記
を
記
す
こ
と
が
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

因
に
、「
○
○
歟
」
と
い
っ
た
疑
問
注
記
は
、
所
持
本
に
お
け
る
記
述
に
対
し
て
不
審
で
は
あ
る
も
の
の
、「
明
ら
か
な
誤
記
」
と
ま
で

は
断
定
す
る
自
信
が
な
い
状
況
の
と
き
に
、
異
本
な
ど
の
根
拠
が
な
い
場
合
に
記
さ
れ
る
と
言
え
る
。

資
料
Ｂ
│

4
の
西
念
寺
本
の
場
合
、
標
出
漢
字
「
併
」
の
右
に
、
や
や
小
字
で
「

」
と
あ
る
の
み
で
、『
イ
』
や
『
歟
』
な
ど
の
「

」

字
を
記
述
し
た
際
の
状
況
に
関
す
る
情
報
が
な
い
。
と
す
る
と
、
ま
ず
は
、〈
ａ
〉
の
よ
う
に
、
異
本
対
照
は
実
行
さ
れ
た
が
、『
イ
』
な

ど
の
異
本
注
記
で
あ
る
旨
の
記
述
が
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
解
釈
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
異
本
対
照
時
に
お
い
て
は
、
あ
く
ま
で

検
討
材
料
を
示
し
た
だ
け
と
い
う
ケ
ー
ス
が
あ
り
得
る
の
で
、
標
出
漢
字
「
併
」
が
誤
字
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
対
照
者
に
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
異
本
対
照
に
よ
る
こ
と
を
示
す
『
イ
』
な
ど
の
符
号
を
書
き
忘
れ
た
り
、
後
の
転
写
で
書
き
忘
れ

る
と
い
っ
た
事
態
が
発
生
す
る
可
能
性
は
、
異
本
注
記
の
本
義
か
ら
し
て
極
め
て
低
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
し
て
し
ま
う
の
が
西
念
寺

本
の
特
徴
な
の
だ
と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
否
定
す
る
材
料
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
、
符
号
の
書
き
忘
れ
の
可
能
性
を
低
く
み
て

よ
い
と
考
え
る
。

〈
ｂ
〉
の
場
合
は
、
自
身
が
記
し
た
文
字
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
誤
写
し
た
「
併
」
字
に
対
す
る
敬
意
は
発
生
し
な
い
。
な
ら
ば
、「
併
」

字
を
見
せ
消
ち
に
す
る
な
ど
、
訂
正
の
意
志
を
示
す
行
為
の
形
跡
が
残
さ
れ
て
い
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
可



能
性
も
低
い
と
考
え
る
。

〈
ｃ
〉
案
の
場
合
は
、
異
本
対
照
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
。「

」
字
に
関
す
る
情
報
源
は
訂
正
者
自
身
の
知
識

に
よ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。「
併
」
字
を
誤
記
と
し
て
訂
正
し
て
い
な
い
の
は
、
所
持
本
の
体
裁
を
尊
重
し
た
た
め
で
あ
る
と
推
測
で
き

る
。
ゆ
え
に
訂
正
者
に
お
い
て
は
、
標
出
漢
字
「
併
」
を
「
明
ら
か
な
誤
記
」
と
考
え
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

以
上
の
点
か
ら
、〈
ｃ
〉
案
を
採
用
し
、
西
念
寺
本
の
「

」
は
、
異
本
注
記
で
は
な
い
可
能
性
を
支
持
し
た
い
。

資
料
Ｂ
│

5
の
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
に
は
、「

文
」
と
「

イ

本
」
の
二
つ
の
注
記
が
見
え
る
が
、
二
つ
目
の
「

イ
本
」
が
観
智
院
本
に
見
え
な

い
と
考
え
る
。
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

に
対
す
る
注
記
は
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、「

イ
本
」
は
西
念
寺
本
の
増
補

と
思
わ
れ
る
。

西
念
寺
本
の
「

イ
本
」
は
異
本
注
記
で
あ
り
、
そ
の
右
に
記
さ
れ
て
い
る
「

文
」
と
い
う
注
記
の
「

」
字
に
対
し
て
付
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、「

イ
本
」
は
、「
異
本
で
は
『

』
の
竹
冠
の
箇
所

を
草
冠
で
記
し
て
い
る
」
の
意
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

資
料
Ｂ
│

5
に
示
し
た
標
出
漢
字
「

」
は
、「

」
字
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る（

20
）。「

」
は
「
愆
」
字
の
「
籀
文
」

（
21
）

で
あ
り
、
資

料
Ｂ
│

5
の
項
目
の
二
つ
手
前
に
は
、
三
写
本
と
も
に
「

」
の
項
目
が
あ
り
、『
俗
通
愆
字
』
（
22
）の

記
述
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
資
料
Ｂ
│

5

の
「

」
項
目
は
、
標
出
漢
字
「

」
の
項
目
か
ら
連
続
し
て
、
異
体
字
関
連
で
列
挙
さ
れ
た
項
目
の
一
つ
で
あ
り
、
西
念
寺
本
の
「

－40－
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資
料
Ｂ
│

6
の
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「

」
の
末
尾
の
記
述
「
ソ
イ
」
と
い
う
注

記
が
、
観
智
院
本
に
見
え
な
い
。
鎮
国
守
国
神
社
本
に
お
い
て
は
項
目
自
体
が
佚
文

で
あ
る
が
、
こ
の
西
念
寺
本
の
「
ソ
イ
」
は
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、
西
念

寺
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
資
料
Ｂ
│

6
の
各
写
本
に
お
け
る
標
出
漢
字
「

」
に
つ
い
て
は
未
詳
で
あ

る（
25
）。

以
下
、
そ
れ
を
前
提
に
論
述
す
る
。

こ
の
西
念
寺
本
の
「
ソ
イ
」
と
い
う
記
述
は
、
そ
の
記
さ
れ
た
位
置
か
ら
考
え
て
、

右
隣
の
注
記
「
ヤ
ク
」
に
対
す
る
異
本
注
記
で
、「『
ヤ
ク
』
の
『
ク
』
は
異
本
で
は

西念寺本類聚名義抄における増補と脱漏

文
」
と
い
う
注
記
も
そ
う
し
た
異
体
字
の
情
報
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ゆ
え
に
、
西
念
寺
本
の
「

文
」
と
い
う
注
記
が
、
異
体
字
注
記
と
し
て
の
『
籀
文
』
の
意
で
あ
る
と
す
る
と
、
西
念
寺
本
の
異
本
注

記
「

イ
本
」
の
「

」
字
が
「
草
冠
」
と
し
て
い
る
の
は
誤
り
と
言
え
る
。

ま
た
、
西
念
寺
本
で
は
、「

文
」
と
「

イ
本
」
の
両
者
と
も
に
、「

」
の
字
画
の
箇
所
を
「

」
に
し
て
い
る
。

以
上
の
西
念
寺
本
の
『
籀
』
字
の
字
形
に
対
し
て
、
観
智
院
本
は
「
竹
榴
」
と
二
文
字
に
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
、『
籀
文
』
の
意
か

ら
外
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。『
籀
文
』
と
し
て
の
記
述
に
お
い
て
は
高
山
寺
本
が
最
も
正
し
い
と
言
え
る
が
、
西
念
寺
本
で
「

」
と
し

て
い
る
字
画
が
「
（
23
）」

と
な
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
西
念
寺
本
の
「

イ
本
」
の
「

」
字
と
は
字
形
が
異
な
っ
て
お
り
、
西
念
寺
本
の

い
う
異
本
に
お
け
る
記
述
が
観
智
院
本
・
高
山
寺
本
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（

24
）。

資料B－6

6
、「
ソ
イ
」（
10
オ
）



－42－

『
ソ
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
資
料
Ｂ
│

6
で
西
念
寺
本
の
「
ヤ
ク
」
に
対
応
す
る
他
の

写
本
の
様
子
を
確
認
す
る
と
、
観
智
院
本
で
は
「
ヤ
ウ
」、
高
山
寺
本
で
は
「
ヤ
ソ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
「
ソ

イ
」
は
、
高
山
寺
本
の
記
述
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（

26
）。

カ
タ
カ
ナ
の
『
ソ
』
と
二
画
と
も
左
下
に
払
う
『
ク
』
は
、
字
画
の
デ

ザ
イ
ン
と
構
成
が
類
似
し
て
い
る
の
で
、『
ク
』
の
第
一
画
目
の
『
ノ
』
の
字
画
が
曖
昧
に
記
さ
れ
る
と
『
ソ
』
と
誤
認
し
や
す
い
関
係

に
あ
る
と
考
え
る
。

さ
て
、
右
の
点
か
ら
、
高
山
寺
本
系
統
の
写
本
は
、
西
念
寺
本
の
本
文
の
系
統
が
異
本
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、
西
念
寺
本
の
「
ソ
イ
」
は
、
そ
の
他
の
記
述
の
箇
所
と
同
筆
と
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
ソ
イ
」
が
増
補
さ
れ
た
時

期
に
つ
い
て
は
、
現
存
本
の
本
文
成
立
と
同
時
で
あ
る
場
合
と
、
そ
れ
以
前
の
写
本
の
段
階
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
、
確
定
で
き
な
い
こ

と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
資
料
Ｂ
│

6
の
標
出
漢
字
「

」
が
、
ど
う
い
う
原
義
を
持
つ
漢
字
で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述

べ
た
が
、
そ
の
カ
タ
カ
ナ
注
記
に
つ
い
て
も
、「
ツ
カ
ロ
」
や
「
ヤ
ウ
」、
も
し
く
は
「
ヤ
ソ
」「
ヤ
ク
」
ま
た
は
「
ヤ
タ
」
と
い
う
の
は

字
訓
と
し
て
不
審
で
あ
る（

27
）。

そ
こ
で
ま
ず
、「
ツ
カ
ロ
」
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
以
外
に
も
観
智
院
本
の
「

」（
僧
中
110
）
に
「
ツ
カ
ロ

ソ
」
の
例
が
存
す
る
。

こ
れ
は
鎮
国
守
国
神
社
本
の
「

」（
下
二
8
ウ
）
に
相
当
し
、
こ
ち
ら
の
注
記
は
「
ツ
カ
ロ

ク
」
と
な
っ
て
い
る
。
因
に
、
観
智

院
本
の
「
ツ
カ
ロ

ソ
」、
鎮
国
守
国
神
社
本
の
「
ツ
カ
ロ

ク
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
合
点
が
振
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
両
写
本
の
記

述
は
、
資
料
Ｂ
│

6
の
各
写
本
の
注
記
の
記
載
状
況
と
同
様
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（

28
）。

と
す
る
と
、「
ツ
カ
ロ
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば

観
智
院
本
の
資
料
Ｂ
│

6
の
仏
上
19
と
、
僧
中
110
の
二
ヶ
所
で
誤
記
が
発
生
し
た
と
考
え
る
の
も
、
通
常
は
不
自
然
と
思
わ
れ
る
の
で
、

『
ツ
カ
ロ
』
と
い
う
語
の
存
在
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
は
あ
る
の
だ
が
、
や
は
り
奇
妙
な
語
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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ま
た
、
資
料
Ｂ
│

6
の
各
写
本
で
「
ヤ
ウ
」「
ヤ
ク
」「
ヤ
ソ
」
と
あ
る
注
記
に
対
し
て
は
、「

ク
」「

ソ
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は

興
味
深
い
。
し
か
し
、「
ツ
カ
ロ
」
と
の
意
義
的
連
関
を
意
識
す
る
と
、「
ヤ
ウ
」「
ヤ
ク
」「
ヤ
ソ
」「

ク
」「

ソ
」
の
い
ず
れ
の
場
合

も
字
訓
と
し
て
は
未
詳
で
、
ど
の
記
述
が
正
し
い
の
か
を
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

そ
こ
で
、
い
さ
さ
か
安
易
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
、
誤
写
が
発
生
し
た
こ
と
を
前
提
に
推
測
す
る
と
、
ま
ず
、「
ツ
カ
ロ
」
に
つ
い
て

は
、
本
来
『
ツ
カ
ル
（
疲
）』
で
あ
り
、『
ツ
カ
ル
』
の
『
ル
』
を
「
ロ
」
と
誤
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
が
浮
か
ぶ
。『
ル
』

の
二
画
目
の
『
レ
』
画
を
は
ね
上
げ
な
い
字
形
か
ら
考
え
る
と
、『
ロ
』
の
最
終
画
の
『

』
を
書
き
急
い
で
、
そ
の
起
筆
部
が
『
ロ
』

の
一
画
目
の
『
ー
』
の
終
筆
部
に
接
触
し
な
い
こ
と
も
一
般
的
に
は
あ
り
が
ち
で
、
そ
う
し
て
完
成
し
た
字
形
は
『
ル
』
に
類
似
し
て
く

る
と
も
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、「
ヤ
ウ
」「
ヤ
ク
」「
ヤ
ソ
」「

ク
」「

ソ
」
の
場
合
は
、
本
来
、『
ヤ
ム
（
病
）』
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
す
る
。
こ
の

『
ヤ
ム
（
病
）』
の
『
ヤ
』
が
「

」
に
誤
記
さ
れ
る
の
は
、
字
画
の
類
似
か
ら
考
え
て
、
さ
ほ
ど
突
飛
な
推
測
で
は
な
い
。
し
か
し
、

『
ヤ
ム
（
病
）』
の
『
ム
』
が
「
ウ
」「
ク
」「
ソ
」
と
三
種
類
に
誤
記
さ
れ
る
に
は
、
そ
れ
ら
と
『
ム
』
の
間
に
『
ヲ
』
と
い
う
段
階
が
存

在
し
た
と
仮
定
す
る
と
理
解
し
や
す
い
。
カ
タ
カ
ナ
『
ム
』
は
、
全
体
的
な
字
画
構
成
と
し
て
、
ほ
ぼ
正
三
角
形
の
デ
ザ
イ
ン
で
あ
り
、

そ
の
字
体
を
完
成
さ
せ
る
運
筆
と
し
て
は
、
一
画
目
を
左
下
へ
払
い
下
げ
、
そ
の
後
、
途
中
で
、
筆
を
右
方
向
へ
方
向
転
換
さ
せ
、
そ
し

て
二
画
目
に
点
を
打
つ
と
い
う
三
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
存
す
る
。
ま
た
、
底
本
の
文
字
を
見
誤
る
原
因
と
し
て
は
、「
書
写
時
の
運
筆
が
速

い
た
め
に
、
底
本
に
お
い
て
字
画
が
崩
れ
て
し
ま
っ
た
文
字
」
を
見
た
た
め
と
い
う
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
カ
タ
カ
ナ
の

『
ム
』
を
素
早
く
書
い
た
際
に
『
ム
』
以
外
に
見
え
て
し
ま
う
可
能
性
の
あ
る
カ
タ
カ
ナ
と
し
て
『
ヲ
』
を
考
え
た
。
こ
の
『
ヲ
』
は
書

き
よ
う
に
よ
っ
て
は
、「
ウ
」
に
も
「
ク
」
に
も
見
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、『
ク
』
と
誤
記
さ
れ

た
も
の
は
、
や
は
り
書
き
よ
う
に
よ
っ
て
「
ソ
」
に
見
誤
る
こ
と
も
あ
り
が
ち
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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「
ヤ
ウ
」

〔
観
智
院
本
〕

『
ヤ
ム
』→

『
ヤ
ヲ
』→

「
ヤ
ク
」

〔
西
念
寺
本
〕

『
ヤ
ク
』→

「
ヤ
ソ
」〔
高
山
寺
本
〕

右
に
示
し
た
よ
う
に
、
改
編
本
系
名
義
抄
に
お
い
て
各
写
本
共
通
の
元
と
な
る
よ
う
な
早
い
段
階
の
転
写
の
際
に
、『
ヤ
ム
』
か
ら

『
ヤ
ヲ
』
の
誤
写
が
発
生
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
各
系
統
に
別
れ
た
後
に
、
さ
ら
に
誤
写
が
繰
り
返
さ
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
く
は

な
い
。
西
念
寺
本
で
は
、「
ヤ
ク
」
成
立
後
に
異
本
対
照
が
行
わ
れ
、「
ソ
イ
」
を
増
補
し
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
高
山
寺
本
の
場
合
は

『
ヤ
ヲ
』
の
段
階
か
ら
『
ヤ
ク
』
を
経
ず
に
直
接
「
ヤ
ソ
」
に
至
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
複
数
の
誤
写
が
発
生
し
た
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
、「
ヤ
ウ
」「
ヤ
ク
」「
ヤ
ソ
」「

ク
」「

ソ
」
の
注
記
の
成
立

過
程
を
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
、
資
料
Ｂ
│

6
の
観
智
院
本
・
西
念
寺
本
・
高
山
寺
本
の
三
写
本
全

て
が
「
ツ
カ
ロ
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
観
智
院
本
・
鎮
国
守
国
神
社
本
に
お
い
て
は
、
他
の
場
所
で
「
ツ
カ
ロ
」
の
例
が
確
認
さ
れ
る

こ
と
か
ら
し
て
、
や
は
り
右
の
誤
写
説
は
軽
率
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
の
観
智
院
本
・
高
山
寺
本
・
鎮
国
守
国
神
社
本
の
用
例
に

は
、
合
点
ま
で
付
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
点
、
重
く
受
け
と
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
一
方
で
、
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
ヤ
ウ
」「
ヤ
ソ
」「

ク
」「

ソ
」
の
よ
う
に
記
述
が
写
本
間
で
相

違
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
理
由
に
誤
写
説
を
空
論
と
断
ず
る
こ
と
も
難
し
い
よ
う

に
思
う
。
合
点
が
付
さ
れ
た
用
例
は
「
師
説
」
に
よ
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
注
記
が
正
確
に
転
写
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ

と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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資
料
Ｂ
│

7
の
項
目
は
注
記
数
が
多
い

の
で
、
次
に
示
す
よ
う
に
各
写
本
に
お
け

る
注
記
の
配
列
順
に
①
②
…
…
の
番
号
を

付
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
表
Ｂ
│

7
│

ａ

に
観
智
院
本
の
配
列
順
に
し
た
が
っ
て
各

写
本
の
注
記
の
対
照
表
を
作
成
し
た
。

西念寺本類聚名義抄における増補と脱漏

資料B－7

7
、「
ス
イ
」

／
　
8
、「
ク
イ
」（
11
ウ
・
12
オ
）

観智院本

①
上
通
　
②
下
正
　
③
亠
堰
　
④

亠
演
　
⑤
フ
ス
　
⑥
タ
フ
ル
　
⑦
ノ＼
イ
フ
ス
　
⑧
ノ
ク
　
⑨
ヤ
ス
ム
　
⑩
ソ
ラ
ス
　
⑪
カ
ク
ル

⑫
ア
フ
ク
　
⑬
ニ
カ
ス
　
⑭
フ
せ
ク
　
⑮
ナ
ヒ
カ
ス
　
⑯
ヲ
ノ
ツ
カ
ラ
　
⑰
ア
ラ
ス
　
⑱
ノ
ケ
サ

西念寺本

①
上
通
　
②
下
正

③
亠
堰
　
④

亠

⑤
フ
爪
　

⑥
タ
フ
ル
　
⑦
ノ
イキ
フ
ス
　
⑧
ノ
ク

⑨
ヤ
ス
ム
　
⑩
リ
ラ
ス
　
⑪
カ
タ
ル
⑫
ス
イ

⑬
ア
フ
ク
　
⑭

カ
ス
　
⑮
フ
セ
リ
⑯
ク
イ

⑰
ナ
ヒ

⑱
カ
ス
　
⑲
オ
ノ
ツ
カ
ラ
　
⑳
ア
ラ
ス
　
�
ノ
ケ
サ

高山寺本

①
通
　
②
正
　
③
音
堰
　
④

音
演
　
⑤
フ
爪
　
⑥
タ
フ
ル
　
⑦
ノ＼
イキ
フ
ス
　
⑧
ノ
ク

⑨
ヤ
ス
ム
　
⑩
ソ
ラ
ス
　
⑪
カ
ク
ル
　
⑫
ア
フ
□
　
⑬

カ
ス
　
⑭
フ
せ
ク
　
⑮
ナ
ヒ
カ
ス

⑯
オ
ノ
ツ
カ
ラ
　
⑰
ア
ラ
ス
　
⑱
ノ
ケ
サ
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表
Ｂ
│

7
│

ａ
を
見
る
と
、
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字

「

」
（
29
）の

カ
タ
カ
ナ
注
記
⑫
「
ス
イ
」
と
⑯
「
ク
イ
」
と

い
う
二
つ
の
注
記
が
観
智
院
本
に
見
え
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
で
あ

る
が
、
こ
の
⑫
「
ス
イ
」
と
⑯
「
ク
イ
」
は
い
ず
れ
も

高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、
両
者
と
も
に
西
念
寺

本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
西
念
寺
本
の
⑫
「
ス
イ
」
に
つ
い

て
は
、
資
料
Ｂ
│

7
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
左
上
に
見
え

る
カ
タ
カ
ナ
注
記
⑪
「
カ
タ
ル
」
の
「
ル
」
に
付
さ
れ

た
も
の
で
、「『
カ
タ
ル
』
の
『
ル
』
が
異
本
で
は
『
ス
』

と
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
西
念
寺
本
の
⑪
「
カ
タ
ル
」
に
つ
い
て
は
、
観

智
院
本
・
高
山
寺
本
と
も
に
⑪
「
カ
ク
ル
」
と
あ
る
も

の
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る（

30
）。

標
出
漢
字
「

」
の

注
記
と
し
て
は
、『
カ
タ
ル
』
で
は
な
く
『
カ
ク
ル
』
と

あ
っ
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
転
写
の
際
に
、『
ク
』

を
「
タ
」
に
書
き
誤
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

表B－7－ａ

観
智
院
本

①
上
通

②
下
正

③
亠
堰

④

亠
演

⑤
フ
ス

⑥
タ
フ
ル

⑦
ノ＼
イ
フ
ス

⑧
ノ
ク

⑨
ヤ
ス
ム

⑩
ソ
ラ
ス

⑪
カ
ク
ル

⑫
ア
フ
ク

⑬
ニ
カ
ス

⑭
フ
せ
ク

⑮
ナ
ヒ
カ
ス

⑯
ヲ
ノ
ツ
カ
ラ

⑰
ア
ラ
ス

⑱
ノ
ケ
サ

西
念
寺
本

①
上
通

②
下
正

③
亠
堰

④

亠

⑤
フ
爪

⑥
タ
フ
ル

⑦
ノ
イキ
フ
ス

⑧
ノ
ク

⑨
ヤ
ス
ム

⑩
リ
ラ
ス

⑪
カ
タ
ル

⑫
ス
イ

⑬
ア
フ
ク

⑭

カ
ス

⑮
フ
セ
リ

⑯
ク
イ

⑰
ナ
ヒ
カ
ス

⑱
オ
ノ
ツ
カ
ラ

⑲
ア
ラ
ス

⑳
ノ
ケ
サ

高
山
寺
本

①
通

②
正

③
音
堰

④

音
演

⑤
フ
爪

⑥
タ
フ
ル

⑦
ノ＼
イキ
フ
ス

⑧
ノ
ク

⑨
ヤ
ス
ム

⑩
ソ
ラ
ス

⑪
カ
ク
ル

⑫
ア
フ
□

⑬

カ
ス

⑭
フ
せ
ク

⑮
ナ
ヒ
カ
ス

⑯
オ
ノ
ツ
カ
ラ

⑰
ア
ラ
ス

⑱
ノ
ケ
サ

表
Ｂ
‐
7
‐
ａ
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こ
こ
で
、
異
本
注
記
の
⑫
に
「
ス
イ
」
と
あ
っ
て
、『
ク
イ
』
で
は
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、
異
本
注
記
⑫
「
ス
イ
」
が
記
さ
れ
る
際
の
当
該
本
と
異
本
の
状
況
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。

〈
ａ
〉
当
該
本
に
お
い
て
『
カ
ク
ル
』
と
あ
っ
た
場
合
に
、
異
本
対
照
に
よ
り
『
ス
イ
』
が
付
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
異
本
に
は

『
カ
ク
ス
』
と
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
『
カ
ク
ル
』
を
「
カ
タ
ル
」
と
誤
写
し
た
。

〈
ｂ
〉
当
該
本
に
お
い
て
既
に
『
カ
タ
ル
』
と
誤
記
さ
れ
て
い
た
場
合
に
、
異
本
対
照
に
よ
り
『
ス
イ
』
が
付
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
異
本
に
は
『
カ
タ
ス
』
と
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

〈
ａ
〉
の
場
合
、
当
該
本
と
異
本
の
記
述
は
『
カ
ク
ル
』（
隠
）
と
『
カ
ク
ス
』（
隠
）
で
意
義
的
に
類
似
す
る
が
、〈
ｂ
〉
の
場
合
、

当
該
本
と
異
本
の
記
述
は
『
カ
タ
ル
』（
語
・
騙
）
と
『
カ
タ
ス
』（
片
・
肩
・
勾
引
〈
か
だ
す
〉）
で
意
義
的
に
齟
齬
す
る
た
め
、
異
本

対
照
時
に
両
者
は
対
応
関
係
に
な
い
と
判
断
さ
れ
る
は
ず
で
、
⑫
「
ス
イ
」
の
よ
う
な
注
記
の
一
部
を
説
明
す
る
よ
う
な
異
本
注
記
が
記

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
当
該
本
の
『
カ
タ
ル
』
を
『
騙
』
の
意
と
解
し
、
異
本
の
『
カ
タ
ス
』
を
『
勾
引
〈
か
だ
す
〉』

と
解
し
た
場
合
に
は
、
意
義
的
な
類
似
が
な
い
と
も
言
え
な
い
が
、『
カ
タ
ス
』
は
実
際
に
は
『
か
だ
す
』
と
な
る
た
め
、『
カ
タ
ル
』

（
騙
）
と
同
語
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
や
は
り
異
本
対
照
の
対
象
に
は
な
り
得
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
す
る
と
、
異
本
注
記
⑫
「
ス
イ
」
が
記
さ
れ
た
際
の
状
況
と
し
て
は
、〈
ａ
〉
の
よ
う
に
、
当
該
本
に
は
『
カ
ク
ル
』
と
あ
り
、
異

本
に
は
『
カ
ク
ス
』
と
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
存
の
西
念
寺
本
は
⑪
「
カ
タ
ル
」
と
あ
る
が
、『
カ
ク
ル
』
を
「
カ
タ
ル
」
と

誤
写
し
た
の
は
、
異
本
注
記
『
ス
イ
』
が
記
さ
れ
た
後
の
転
写
時
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ゆ
え
に
、
異
本
注
記
⑫
「
ス
イ
」
は
、
少
な
く

と
も
現
存
本
の
成
立
以
前
の
段
階
に
お
い
て
記
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

西念寺本類聚名義抄における増補と脱漏



次
に
、
西
念
寺
本
の
⑯
「
ク
イ
」
に
つ
い
て
は
、
資
料
Ｂ
│

7
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
左
上
に
見
え
る
カ
タ
カ
ナ
注
記
⑮
「
フ
セ
リ
」

の
「
リ
」
に
対
し
て
付
さ
れ
た
異
本
注
記
で
、「『
フ
セ
リ
』
の
『
リ
』
は
異
本
で
は
『
ク
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

カ
タ
カ
ナ
注
記
の
冒
頭
に
、
観
智
院
本
で
は
⑤
「
フ
ス
」、
西
念
寺
本
・
高
山
寺
本
で
は
⑤
「
フ
爪
」
と
あ
る
よ
う
に
、
標
出
漢
字

「

」
に
は
『
臥
』
の
義
が
存
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
西
念
寺
本
の
⑮
「
フ
セ
リ
」
は
、
注
記
の
意
義
に
⑤
「
フ
爪
」
と
重
複

し
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
漢
和
辞
書
の
体
裁
と
し
て
は
不
自
然
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
例
え
ば
、
観
智
院
本
の

「
僵
」（
仏
上
27
）
の
項
目
に
は
「
フ
せス

リ
」
の
例（

31
）が

あ
り
、『
フ
ス
』
と
『
フ
せ
リ
』
が
共
存
す
る
こ
と
も
、
ま
た
、『
フ
せ
リ
』
と
い
う

一
単
語
で
は
な
い
注
記
が
存
在
す
る
こ
と
も
、
他
に
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
標
出
漢
字
「

」
に
は
、
他
に
『
止
』『
堰
』
の
意
も
存
す
る
。
西
念
寺
本
の
⑮
「
フ
セ
リ
」
に
対
応
す
る
注
記
と
し
て
は
、

観
智
院
本
・
高
山
寺
本
で
と
も
に
⑭
「
フ
せ
ク
」
と
あ
る
こ
と
は
、
西
念
寺
本
の
異
本
注
記
⑯
「
ク
イ
」
の
記
事
と
一
致
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
西
念
寺
本
の
⑮
「
フ
セ
リ
」
は
、
字
画
の
類
似
か
ら
『
フ
セ
ク
』
の
『
ク
』
を
「
リ
」
と
書
き
誤
っ

た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

西
念
寺
本
の
あ
る
転
写
の
段
階
で
、
標
出
漢
字
「

」
に
お
け
る
『
止
』『
堰
』
の
義
を
知
ら
な
い
人
物
が
、『
臥
』
の
義
に
引
か
れ
て

底
本
の
『
フ
セ
ク
』
を
「
フ
セ
リ
」
と
誤
認
し
た
の
か
、
ま
た
、
単
純
に
『
フ
セ
ク
』
の
文
字
列
を
「
フ
セ
リ
」
と
誤
認
し
た
だ
け
な
の

か
は
分
か
ら
な
い
が
、
⑯
「
ク
イ
」
と
記
し
た
人
物
は
、
字
画
の
似
た
「
ク
」
と
「
リ
」
を
注
意
深
く
見
分
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
は
、
異
本
対
照
を
試
み
た
人
物
が
、
⑮
「
フ
セ
リ
」
を
「『
臥
』
で
は
な
く
『
止
』『
堰
』
の
意
で
あ
る
べ
き
」
と
理
解
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
に
も
な
る
。
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資
料
Ｂ
│

8
の
西
念
寺
本
の
熟
字
項
目
「

」
の
二
行
目
の
注
記
「
爪
イ
」
が
観

智
院
本
に
見
え
な
い
。
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
と
な
っ
て
い
る
が
、

「
爪
イ
」
は
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、
西
念
寺
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。

西
念
寺
本
の
「
爪
イ
」
は
、
そ
の
左
に
記
さ
れ
て
い
る
三
行
目
の
「
ノ
イ
フ
セ
リ
」

に
対
し
て
付
さ
れ
た
も
の
で
、「『
ノ
イ
フ
セ
リ
』
の
『
セ
リ
』
は
、
異
本
で
は
『
爪
』

と
記
さ
れ
て
『
ノ
イ
フ
爪
』
と
あ
る
」
の
意
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る（

32
）。

そ
こ
で
、
資
料
Ｂ
│

8
の
観
智
院
本
・
高
山
寺
本
で
、
西
念
寺
本
の
「
ノ
イ
フ
セ
リ
」
に
対
応
す
る
注
記
を
確
認
す
る
と
、
観
智
院
本

で
は
西
念
寺
本
と
同
様
に
「
ノ
イ
フ
せ
リ
」
と
あ
る
も
の
の
、
高
山
寺
本
で
は
「
ノ

フ
爪
」
と
あ
り
、「
爪
」
は
一
致
す
る
も
の
の
、

「
イ
」
が
「

」
と
な
っ
て
い
る
点
に
相
違
が
存
す
る
。
こ
れ
は
観
智
院
本
で
「
ノ
イ
フ
せ
リ
」、
西
念
寺
本
で
「
ノ
イ
フ
セ
リ
」
と
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
高
山
寺
本
の
単
な
る
誤
写
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
が
、
熟
字
項
目
「

」
の
語
義
か
ら
す
れ
ば
高
山
寺
本

の
「
ノ

フ
爪
」
と
い
う
注
記
は
不
審
な
注
記
で
は
な
い
。
す
る
と
、
観
智
院
本
・
西
念
寺
本
の
方
の
誤
写
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

こ
こ
で
、
本
稿
で
先
に
示
し
た
資
料
Ｂ
│

7
を
見
る
と
、「

」
項
目
の
西
念
寺
本
と
高
山
寺
本
の
⑦
に
「
ノ
イキ

フ
ス
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

「
ノ
イ
フ
ス
」
と
い
う
語
は
「
ノ
キ
フ
ス
」
と
い
う
語
の
音
便
形
で
あ
る
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る（

33
）。

こ
の
こ
と
か
ら
、
資
料
Ｂ
│

8
の

「

」
項
目
の
西
念
寺
本
・
観
智
院
本
の
『
ノ
イ
フ
セ
リ
』
の
『
イ
』
は
、『
キ
』
を
誤
写
し
た
の
で
は
な
く
、
音
便
形
で
記
さ
れ
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
編
本
系
の
名
義
抄
が
、
様
々
な
先
行
文
献
か
ら
字
訓
を
収
集
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
観
智
院
本
・
西
念
寺
本
の
よ
う
な
�
「
ノ
イ

フ
せ
（
セ
）
リ
」
と
い
う
一
語
で
な
い
注
記
も
あ
り
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
注
記
の
収
録
後
に
、
観
智
院
本
・
西
念
寺
本
の
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9
、「
爪
イ
」（
12
オ
）



�
「
ノ
イ
フ
せ
（
セ
）
リ
」
が
、
語
形
を
整
理
さ
れ
て
高
山
寺
本
の
よ
う
な
�
「
ノ

フ
爪
」
と
な
っ
た
と
考
え
る
の
は
自
然
で
あ
る
が
、

�
「
ノ

フ
爪
」
を
�
「
ノ
イ
フ
せ
（
セ
）
リ
」
へ
と
変
更
す
る
理
由
は
考
え
ら
れ
な
い
。
た
だ
、
�
「
ノ
イ
フ
せ
（
セ
）
リ
」
が
音
便

化
す
る
前
の
『
ノ
キ
フ
せ
（
セ
）
リ
』
の
段
階
か
ら
、
�
「
ノ

フ
爪
」
と
な
っ
て
欲
し
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

�
「
ノ
イ
フ
せ
（
セ
）
リ
」

↓

�
「
ノ

フ
爪
」

い
ず
れ
に
し
て
も
、
観
智
院
本
・
西
念
寺
本
の
源
流
と
な
る
写
本
と
高
山
寺
本
の
系
統
と
は
、
そ
れ
な
り
の
距
離
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

る
が
、
先
に
、
西
念
寺
本
の
「
爪
イ
」
の
情
報
源
と
な
っ
た
異
本
に
お
い
て
は
�
『
ノ
イ
フ
爪
』
と
記
さ
れ
て
い
た
と
推
測
し
た
こ
と
か

ら
す
る
と
、
そ
の
異
本
で
は
、
高
山
寺
本
の
よ
う
な
�
「
ノ

フ
爪
」
が
音
便
化
し
た
�
『
ノ
イ
フ
爪
』
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る

か
ら
、
西
念
寺
本
が
参
照
し
た
異
本
は
高
山
寺
本
系
統
で
、
現
高
山
寺
本
よ
り
も
新
し
く
成
立
し
た
写
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

�
「
ノ

フ
爪
」

↓

�
『
ノ
イ
フ
爪
』
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資料B－9

10
、「
イ
夲
」（
12
オ
）

右
に
示
し
た
関
係
を
換
言
す
れ
ば
、
西
念
寺
本
に
お
け
る
異
本
対
照
作
業
で
は
、
�
の
段
階
の
当
該
本
が
�
の
段
階
の
異
本
を
参
照
し

た
こ
と
に
な
る
。

但
し
、
観
智
院
本
の
「
ノ
イ
フ
せ
リ
」
に
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
ノ
イ
フ
せ
リ
」
は
師
説
で
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。
そ
の
場
合
、
例
え
ば
、
当
初
は
『
ノ
キ
フ
ス
』
で
あ
っ
た
も
の
が
、
師
か
ら
『
ノ
イ
フ
せ
リ
』
の
情
報
を
与
え
ら
れ
て
書
き
改
め

た
と
い
う
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
改
め
た
『
ノ
イ
フ
セ
リ
』
に
、
西
念
寺
本
で
「
爪
イ
」
と
付
し
た
人
物
は
、
師
説
を
重

視
す
る
姿
勢
を
見
せ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
師
説
の
存
在
を
知
ら
ず
、
単
に
異
本
と
の
相
違
を
メ
モ
し
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な

い
。

資
料
Ｂ
│

9
の
項
目
は
注
記
数
が
多
い

の
で
、
次
に
示
す
よ
う
に
各
写
本
に
お
け

る
注
記
の
配
列
順
に
①
②
…
…
の
番
号
を

付
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
表
Ｂ
│

9
│

ａ

に
観
智
院
本
の
配
列
順
に
し
た
が
っ
て
各

写
本
の
注
記
の
対
照
表
を
作
成
し
た
。



表
Ｂ
│

9
│

ａ
を
見
る
と
、
西
念
寺
本
の
③
「
又

和

乂
」
と
⑤
「
イ
夲
」
と
い
う
二
つ
の
注
記
が
観
智
院
本

に
見
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
③
「
又

和

乂
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
で
扱
っ
た（

34
）の

で
、
こ

こ
で
は
異
本
注
記
と
思
わ
れ
る
西
念
寺
本
の
⑤
「
イ
夲
」

の
み
に
つ
い
て
考
察
す
る
と
、
鎮
国
守
国
神
社
本
で
は

項
目
自
体
が
佚
文
と
な
っ
て
い
る
が
、
西
念
寺
本
の
⑤

「
イ
夲
」
は
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
の
で
、
西
念
寺
本

の
増
補
と
思
わ
れ
る
。

西
念
寺
本
の
⑤
「
イ
夲
」
は
、
左
上
の
④
「
焉
利
乂
」

に
対
し
て
付
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
意

－52－

表B－9－ａ

観智院本

①

為
乂
　
②
長
丶

③
又
焉
和
乂

西念寺本

①

人
　
②
長
丶
　
③
又

和
乂
　
　
④
焉
利
乂
⑤
イ
夲

⑥
ヤ

ト
　
⑦
イ
タ
ム
　
⑧
オ
モ
ネ

ル
　
⑨
一
ツ
ラ
フ
　
⑩
オ
コ
ツ
ル
　
⑪
カ
タ
ム
　
⑫
ユ
ツ
ル
　
⑬
タ
ム
　
⑭
エ
ラ
フ
　

④
カ

ト
　
⑤
イ
タ
ム
　
⑥
ヲ
モ
子
ル
　
⑦
ヘ
ツ
ラ
フ
　
⑧
オ
コ
ツ
ル

⑨
カ
タ
ム
　
⑩
ユ
ツ
ル
　
⑪
タ
ム
　
⑫
エ
ラ
フ

高山寺本

①

為
反
　
②
長
丶
　
③
又
焉
和
反
　
④
ヤ

ト
　
⑤
イ
タ
ム

⑥
オ
モ
子
ル
　
⑦
オ
コ
ツ
ル
　
⑧
ヘ
ツ
ラ
フ
　
⑨
カ
タ
ム
　
⑩
ユ
ツ
ル

⑪
タ
ム
　
⑫
エ
ラ
フ

表B－9－ａ

観
智
院
本

①

為
乂

②
長
丶

③
又
焉
和
乂

④
カ

ト

⑤
イ
タ
ム

⑥
ヲ
モ
ネ
ル

⑦
ヘ
ツ
ラ
フ

⑧
オ
コ
ツ
ル

⑨
カ
タ
ム

⑩
ユ
ツ
ル

⑪
タ
ム

⑫
エ
ラ
フ

西
念
寺
本

①

人

②
長
丶

③
又

和
乂

④
焉
利
乂

⑤
イ
夲

⑥
ヤ

ト

⑦
イ
タ
ム

⑧
オ
モ
ネ
ル

⑨
一
ツ
ラ
フ

⑩
オ
コ
ツ
ル

⑪
カ
タ
ム

⑫
ユ
ツ
ル

⑬
タ
ム

⑭
エ
ラ
フ
　

高
山
寺
本

①

為
反

②
長
丶

③
又
焉
和
反

④
ヤ

ト

⑤
イ
タ
ム

⑥
オ
モ
子
ル

⑧
ヘ
ツ
ラ
フ

⑦
オ
コ
ツ
ル

⑨
カ
タ
ム

⑩
ユ
ツ
ル

⑪
タ
ム

⑫
エ
ラ
フ



味
す
る
と
こ
ろ
は
、「
異
本
に
は
『
焉
利
乂
』
も
記
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
義

で
あ
る
な
ら
ば
、
異
本
注
記
と
し
て
は
『
イ
夲
焉
利
乂
』
の
よ
う
に
小
字
で
④
「
焉
利
乂
」
が
⑤
「
イ
夲
」
の
後
に
記
さ
れ
る
形
で
あ
り

そ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
う
な
っ
て
い
な
い
の
は
、
小
字
で
『
イ
夲
焉
利
乂
』
と
記
す
と
、
そ
れ
が
記
さ
れ
た
近
辺
の
別
の
注
記
が

異
本
で
は
『
焉
利
乂
』
と
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
を
恐
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
表
Ｂ
│

9
│

ａ
を
見
る
と
、
西
念
寺
本
の
④
「
焉
利
乂
」
に
相
当
す
る
注
記
は
、
観
智
院
本
で
は
③
「
又
焉
和
乂
」、
高
山

寺
本
で
は
③
「
又
焉
和
反
」
と
あ
り
、「
利
」
と
「
和
」
と
で
相
違
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
は
、
一
見
す
る
と
字
画
の
類
似
性

か
ら
、
単
に
西
念
寺
本
の
④
「
焉
利
乂
」
の
「
利
」
が
、
本
来
、「
和
」
字
で
あ
っ
た
も
の
を
誤
写
し
た
の
だ
と
考
え
た
い
と
こ
ろ
で
は

あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
観
智
院
本
の
③
「
又
焉
和
乂
」、
高
山
寺
本
の
③
「
又
焉
和
反
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
冒
頭
に
そ
れ
ぞ
れ

「
又
」
字
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
西
念
寺
本
の
③
「
又

和
乂
」
の
注
記
の
方
が
、
本
来
、
観

智
院
本
の
③
「
又
焉
和
乂
」、
高
山
寺
本
の
③
「
又
焉
和
反
」
に
対
応
す
る
注
記
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
い
が
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
西
念
寺
本
の
第
三
注
記
は
当
初
、
�
『
又
焉
和
乂
』
で
あ
っ
た
が
、
例
え
ば
、
あ
る
転
写
時
に
、
第
一
注
記
の
反
切
の
声

母
字
で
あ
る
「

」
字
に
目
を
奪
わ
れ
て
、『
又
焉
和
乂
』
の
『
焉
』
を
書
き
誤
っ
て
�
『
又

和
乂
』
と
し
た
と
考
え
る
。
そ
の
後
、

西
念
寺
本
で
は
、
異
本
対
照
作
業
が
な
さ
れ
、
当
該
本
に
『
焉
和
乂
』
の
記
述
が
な
い
こ
と
に
気
づ
き
、
こ
れ
を
異
本
注
記
と
し
て
増
補

し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
際
に
、
異
本
の
『
焉
和
乂
』
が
当
該
本
の
�
『
又

和
乂
』
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
こ

と
か
ら
、
対
応
す
る
注
記
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
�
『
焉
和
乂
』
を
そ
の
他
の
注
記
と
同
じ
大
き
さ
で
記
し
、
同
時
に

『
イ
夲
』
と
小
書
し
た
と
考
え
た
い
。
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�
『
又
焉
和
乂
』

↓
�
『
又

和
乂
』
に
誤
記

↓

�
『
焉
和
乂
』『
イ
夲
』
を
増
補

そ
の
後
、
�
『
焉
和
乂
』
の
『
和
』
が
「
利
」
に
誤
写
さ
れ
て
現
在
の
西
念
寺
本
の
④
「
焉
利
乂
」
と
な
っ
た
と
考
え
る（

35
）。

し
か
し
、
�
の
段
階
の
異
本
対
照
に
お
い
て
、
�
（
＝
西
念
寺
本
の
③
）
の
「
又

和
乂
」
の
注
記
が
異
本
に
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ

う
こ
と
か
ら
す
る
と
、「
又

和
乂
」
に
対
し
て
コ
メ
ン
ト
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
疑
問
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
西
念
寺
本
で
対
照
し
た

異
本
の
『
焉
和
乂
』
の
直
前
に
③
「
又

和
乂
」
も
記
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
西
念
寺
本
に
お
け
る
異

本
対
照
が
、
当
該
本
に
見
え
な
い
記
述
の
探
索
を
目
的
と
し
て
、
記
述
の
増
補
を
期
待
し
た
作
業
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
異
本
の
方
が
注

記
が
少
な
い
こ
と
は
問
題
に
な
ら
ず
、
異
本
に
③
「
又

和
乂
」
に
相
当
す
る
注
記
が
見
え
な
く
と
も
、
問
題
に
さ
れ
な
か
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。

こ
れ
は
、
異
本
対
照
の
作
業
自
体
が
、
内
容
の
正
確
さ
を
目
的
と
し
て
い
る
の
か
、
記
述
の
増
補
を
期
待
し
て
い
る
の
か
と
い
う
、
姿

勢
の
相
違
で
あ
り
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
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ま
ず
、
資
料
Ｂ
│

10
を
見
る
と
、
西
念
寺
本
の
標
出

漢
字
「

」
の
右
に
、
や
や
小
字
で
記
さ
れ
て
い
る

「
佇
」字
が
観
智
院
本
に
は
見
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
と
な
っ
て

い
る
が
、「
佇
」
字
は
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い
こ
と

か
ら
、
西
念
寺
本
の
増
補
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
資
料
Ｂ
│

10
の
観
智
院
本
・
高
山
寺
本
で
は
、
標
出
漢
字
を
「
佇
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字

「

」
の
字
体
は
、
本
来
「
佇
」
で
あ
る
方
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る（

36
）。

ゆ
え
に
、「
佇
」
字
の
増
補
は
、
標
出
漢
字
「

」
の
誤
り
を
正
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
増
補
さ
れ
た
「
佇
」
字
を
異
本
対
照
に
よ
る
異
本
注
記
と
考
え
て
よ
い
か
ど
う
か
は
問
題
が
あ
る
。

こ
れ
は
本
稿
の
資
料
Ｂ
│

4
の
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「
併
」
と
、
そ
れ
に
付
さ
れ
た
「

」
字
の
ケ
ー
ス
と
同
様
で
、
異
本
を
示
す

『
イ
』
な
ど
の
表
記
が
な
い
の
で
、「
佇
」
字
に
つ
い
て
の
情
報
源
が
不
明
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
西
念
寺
本
の
「
佇
」
と
い
う
付
記

が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

〈
ａ
〉
あ
る
転
写
時
に
標
出
漢
字
を
「

」
と
誤
写
し
た
後
、
異
本
の
対
照
に
よ
り
「
佇
」
を
付
し
た
。
異
本
注
記
で
あ
る
こ
と
を
示

す
『
イ
』
な
ど
の
記
述
は
、
そ
の
際
に
書
き
忘
れ
た
か
、
後
の
脱
漏
と
考
え
る
。

〈
ｂ
〉
あ
る
転
写
時
に
標
出
漢
字
を
「

」
と
誤
写
し
た
人
物
が
、
直
後
に
誤
記
に
気
付
い
て
「
佇
」
を
付
し
た
。

〈
ｃ
〉
あ
る
転
写
時
に
標
出
漢
字
を
「

」
と
誤
写
し
た
後
、
別
の
人
物
が
誤
り
に
気
付
い
て
「
佇
」
を
付
し
た
。
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資料B－10

11
、「
佇
」

／
　
12
、「
ム
イ
」（
12
オ
）
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〈
ａ
〉
の
場
合
、
西
念
寺
本
の
標
出
漢
字
「

」
が
誤
字
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
、
異
本
対
照
者
に
存
在
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
異
本
対
照
に
よ
る
こ
と
を
示
す
『
イ
』
な
ど
の
符
号
が
な
い
こ
と
は
、〈
ａ
〉
案
の
可
能
性
の
低
さ
を
示
し
て
い
る

と
考
え
る
。〈
ｂ
〉
の
場
合
は
、
誤
写
し
た
「

」
を
見
せ
消
ち
に
す
る
な
ど
、
訂
正
の
意
志
を
示
す
痕
跡
が
残
さ
れ
て
い
て
も
よ
い
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。〈
ｃ
〉
の
場
合
は
、
誤
記
が
訂
正
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、「
別
の
人
物
」
が
底
本
を
尊
重
し
た
た
め
で
あ
る
と

推
測
で
き
る
の
で
、「
佇
」
字
の
記
載
は
、
訂
正
者
の
知
識
に
よ
る
も
の
で
、
異
本
注
記
で
は
な
い
と
考
え
た
い
。

次
に
、
資
料
Ｂ
│

10
の
項
目
は
注
記
数
が
多
い
の
で
、
次
に
示
す
よ
う
に
各
写
本
に
お
け
る
注
記
の
配
列
順
に
①
②
…
…
の
番
号
を
付

し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
表
Ｂ
│

10
│

ａ
に
観
智
院
本
の
配
列
順
に
し
た
が
っ
て
各
写
本
の
注
記
の
対
照
表
を
作
成
し
た
。

観智院本

①
正
　
②
作
貯チヨ

③
タ
ヽ
ス
ム
　
④

ツ
　
⑤
ト
ヽ
ム

ル
　
⑥
ツ
モ
ル

⑦
子
カ
フ
　
⑧
サ
フ
ラ
フ
　
⑨
タ
ク
ハ
フ

⑩
ウ
カ
ヽ
フ
　
⑪
ヤ
ス
ラ
フ
　
⑫

レ
ナ
リ
　
⑬
ノ
ソ
ム
　
⑭
ヒ
サ
シ

⑮
ノ
ク
　
⑯
ハ
ム
ヘ
リ
　
⑰
タ
テ
リ
　
⑱
ト
ナ
フ
　
⑲

丶
　
⑳
儲
丶

西念寺本

①
正
　
②
作
貯
　
③
タ
ヽ
ス
ム
　
④

ツ
　
⑤
ト
ヽ

ル
　
⑥
ツ
モ

ル
　
⑦
ネ
カ
フ
　
⑧
サ
フ
ラ
フ
　
⑨
タ
ク
ハ
フ
　
⑩
ウ
カ
ヽ
フ

⑪
ヤ
ス
ラ
フ
　
⑫

レ
ナ
リ
　
⑬
ノ
ソ
ク
⑭
ム
イ

⑮
ヒ
サ
シ
　
⑯
ノ
ク

⑰
ハ
ム
ヘ
リ
　
⑱
タ
テ
リ
　
⑲
ト

ナ
フ
　
⑳

亠
儲

高山寺本

①
正
　
②
作
貯チ　

③
□
ヽ
ス
ム
　

④
ネ
カ
フ
　
⑤
□
フ
ラ
フ
　

⑥
ヒ
サ
シ
　
⑦
ト
ナ
フ

⑧

ツ
　
⑨
タ
ク
ハ
フ
　
⑩
ト
ヽ
ム
　
⑪
ト
ヽ
ム

ル
　
⑫
ツ
モ
ル
　
⑬
タ
テ
リ
　
⑭

音
儲
　

⑮
ウ
カ
ウ
　
⑯
ヤ
ス
ラ
フ
　
⑰

レ
ナ
リ
　
⑱
ノ
ソ
ム
　
⑲
ハ
ム
ヘ
リ
　
⑳
ノ
ク
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表
Ｂ
│

10
│

ａ
を
見
る
と
、
西
念
寺
本
⑭
「
ム
イ
」
と

い
う
注
記
が
観
智
院
本
に
見
え
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

鎮
国
守
国
神
社
本
で
は
項
目
自
体
が
佚
文
と
な
っ
て
い

る
が
、
こ
の
⑭
「
ム
イ
」
は
高
山
寺
本
に
も
見
え
な
い

の
で
、
西
念
寺
本
の
増
補
と
思
わ
れ
る
。

西
念
寺
本
の
⑭
「
ム
イ
」
は
、
左
上
の
⑬
「
ノ
ソ
ク
」

に
対
し
て
付
さ
れ
た
も
の
で
、「
⑬
『
ノ
ソ
ク
』
の
『
ク
』

が
異
本
で
は
『
ム
』
と
記
さ
れ
て
い
る
」
の
意
を
示
し

た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
表
Ｂ
│

10
│

ａ
を
見
る
と
、
西

念
寺
本
の
⑬
「
ノ
ソ
ク
」
に
相
当
す
る
注
記
は
、
観
智

院
本
で
は
⑬
「
ノ
ソ
ム
」、
高
山
寺
本
で
は
⑱
「
ノ
ソ
ム
」

と
あ
り
、
西
念
寺
本
の
⑭
「
ム
イ
」
が
示
す
内
容
と
一

致
す
る
。「
佇
」
字
の
注
記
と
し
て
は
『
求
』
の
意
が
考

え
ら
れ
る
の
で
、
西
念
寺
本
の
⑬
「
ノ
ソ
ク
」
は
『
ノ

ゾ
ム
』
の
誤
記
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う（

37
）。

※
紙
面
の
都
合
に
よ
り
本
稿
を
分
載
致
し
ま
す
。
以
下
続
。

表B－10－ａ

観
智
院
本

①
正

②
作
貯チヨ

③
タ
ヽ
ス
ム

④

ツ

⑤
ト
ヽ
ム

ル

⑥
ツ
モ
ル

⑦
子
カ
フ

⑧
サ
フ
ラ
フ

⑨
タ
ク
ハ
フ

⑩
ウ
カ
ヽ
フ

⑪
ヤ
ス
ラ
フ

⑫

レ
ナ
リ

⑬
ノ
ソ
ム

⑭
ヒ
サ
シ

⑮
ノ
ク

⑯
ハ
ム
ヘ
リ

⑰
タ
テ
リ

⑱
ト
ナ
フ

⑲

丶

⑳
儲
丶

西
念
寺
本

①
正

②
作
貯

③
タ
ヽ
ス
ム

④

ツ

⑤
ト
ヽ

ル

⑥
ツ
モ
ル

⑦
ネ
カ
フ

⑧
サ
フ
ラ
フ

⑨
タ
ク
ハ
フ

⑩
ウ
カ
ヽ
フ

⑪
ヤ
ス
ラ
フ

⑫

レ
ナ
リ

⑬
ノ
ソ
ク

⑭
ム
イ

⑮
ヒ
サ
シ

⑯
ノ
ク

⑰
ハ
ム
ヘ
リ

⑱
タ
テ
リ

⑲
ト
ナ
フ

⑳

亠
儲

高
山
寺
本

①
正

②
作
貯チ　

③
□
ヽ
ス
ム

⑧

ツ

⑪
ト
ヽ

ル

⑩
ト
ヽ
ム

⑫
ツ
モ
ル

④
ネ
カ
フ

⑤
□
フ
ラ
フ

⑨
タ
ク
ハ
フ

⑮
ウ
カ
ウ

⑯
ヤ
ス
ラ
フ

⑰

レ
ナ
リ

⑱
ノ
ソ
ム

⑥
ヒ
サ
シ

⑳
ノ
ク

⑲
ハ
ム
ヘ
リ

⑬
タ
テ
リ

⑦
ト
ナ
フ

⑭

音
儲
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注
　
　
記

（
19
）「

」
字
に
つ
い
て
は
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の839

に
記
載
が
あ
る
。

（
20
）「

」
字
に
つ
い
て
は
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の35650

に
記
載
が
あ
る
。

（
21
）
集
韻
（『
集
韻
　
附
索
引
』
上
海
古
籍
出
版
社
　1985

年
5
月
）
平
聲
三
・
6
丁
オ
モ
テ
（
167
頁
9
行
目
）
の
「
愆
」
の
項
目
に
「
籀
作

」
と
あ
る
。

（
22
）「

」
項
目
の
「
俗
通
愆
字
」
の
「
愆
」
字
の
字
形
に
つ
い
て
は
、
観
智
院
本
で
は
、「

」
の
字
画
を
「
冫
」
に
し
、「
心
」
の
字
画
が
な
い
。
西
念
寺
本

で
は
、「

」
の
字
画
を
「
冫
」
に
し
、「

」
の
字
画
を
「
千
」
と
す
る
。
高
山
寺
本
で
は
、「

」
の
字
画
を
「
冫
」
と
す
る
。

（
23
）
高
山
寺
本
で
は
『
オ
』
の
よ
う
に
記
し
て
お
り
、「
木
」
の
最
終
画
を
省
略
し
た
字
形
の
よ
う
に
も
見
え
る
。

（
24
）
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
（
僧
上
65
）
に
「
籀
」
の
項
目
が
存
す
る
。
そ
こ
で
は
「
竹
冠
」
に
「
手
偏
」
に
「
留
」
を
字
画
と
し
て
い
る
。
ま
た
、（
5
）
の

諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の32101

に
「
籀
」
字
の
「
竹
冠
」
を
「
草
冠
」
に
し
た
「

」
字
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
別
字
と
な
る
。

（
25
）
そ
の
た
め
以
後
の
推
論
に
つ
い
て
は
、
標
出
漢
字
自
体
の
原
義
に
よ
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
資
料
Ｂ
│

6
の
標

出
漢
字
「

」
に
字
体
的
・
意
義
的
に
近
し
い
も
の
と
し
て
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の11195

に
「
憊
」
の
記
載
が
あ
る
。
完
本
で
あ
る
観

智
院
本
に
は
「
憊
」
字
を
標
出
漢
字
に
し
た
項
目
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、「

」
と
の
関
係
が
あ
り
そ
う
で
は
あ
る
が
、
資
料
Ｂ
│

6
に
示
し
た
よ

う
に
各
写
本
と
も
カ
タ
カ
ナ
注
記
の
み
で
、
漢
字
に
よ
る
字
音
に
関
す
る
記
述
が
な
い
こ
と
が
不
審
で
は
あ
る
。
ま
た
、
藤
堂
明
保
氏
の
『
学
研
漢
和
大
字

典
』（
第
22
刷
　
昭
和
61
年
1
月
）
で
は
、「
憊
」
の
項
目
に
「
ツ
カ
ル
」「
オ
ロ
カ
ニ
」
の
例
が
あ
る
こ
と
を
示
す
が
、
こ
れ
は
観
智
院
本
の
法
中
91
の

「

」
項
目
の
注
記
で
あ
り
、
資
料
Ｂ
│

6
の
項
目
の
も
の
で
は
な
い
。

（
26
）（
12
）
の
正
宗
氏
は
、
観
智
院
本
の
「
ヤ
ウ
」
に
関
し
て
、「
○
高
本
ヤ
ソ
西
本
ヤ
ク
外
に
タ
イ
あ
り
凡
て
不
明
可
考
」
と
す
る
。
正
宗
氏
の
「
西
本
ヤ
ク
外

に
タ
イ
あ
り
」
の
「
タ
イ
」
は
、
本
稿
で
異
本
注
記
と
し
て
い
る
西
念
寺
本
の
「
ソ
イ
」
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
資
料
Ｂ

│

6
に
示
し
た
よ
う
に
、
西
念
寺
本
の
記
述
は
「
タ
イ
」
で
は
な
く
「
ソ
イ
」
の
よ
う
に
見
え
る
。
参
考
ま
で
に
、
こ
れ
に
つ
い
て
、（
14
）
の
草
川
氏
の

『
ヤ
ウ
』
の
項
目
に
は
コ
メ
ン
ト
が
な
い
。

（
27
）「
ヤ
ウ
」
に
つ
い
て
は
、（
26
）
の
正
宗
氏
を
参
照
。
ま
た
、（
12
）
の
正
宗
氏
は
「
ツ
カ
ロ
」
に
つ
い
て
、「
○
ツ
カ
ル
か
可
考
」
と
し
、（
13
）
の
長
島
氏

は
「
ツ
カ
ロ
」
の
「
ロ
」
に
（
マ
ヽ
）
と
す
る
。

（
28
）
但
し
、
こ
の
観
智
院
本
の
「

」（
僧
中
110
）
と
鎮
国
守
国
神
社
本
の
「

」（
下
二
8
ウ
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
標
出
漢
字
と
注
記
と
の
関
係
に
齟
齬
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
あ
る
。
ま
ず
、
表
Ｂ
│

6
│

ａ
に
観
智
院
本
と
鎮
国
守
国
神
社
本
の
項
目
の
様
子
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
両
者
の
標
出
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漢
字
の
字
形
に
類
似
す
る
字
画
を
持
つ
漢
字
に
つ
い
て
は
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
に
お
い
て
、
表
Ｂ
│

6
│

ｂ
の
Ａ
「

」（45095

）
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
Ａ
「

」
は
動
物
の
「
ラ
バ
」
の
意
で
あ
り
、
表
Ｂ
│

6
│

ａ
の
観
智
院
本
・
鎮
国
守
国

神
社
本
に
見
え
る
注
記
と
関
連
性
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
こ
で
、
表
Ｂ
│

6
│

ｂ
に
示
し
た
Ａ

「

」
の
異
体
字
で
あ
る
馬
偏
の
な
い
Ｂ
「

」（45025

）
に
着
目
す
る
と
、
こ
の
Ｂ
「

」
の
字

体
に
は
、
字
画
の
類
似
し
た
Ｃ
「
羸
」（28583

）
が
存
す
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
Ｃ
「
羸
」
の
語

義
に
は
「
疲
れ
る
」「
病
む
」
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
表
Ｂ
│

6
│

ａ
の
観
智
院
本
「

」
と

鎮
国
守
国
神
社
本
「

」
と
の
関
連
性
を
考
え
た
い
。
す
な
わ
ち
、
表
Ｂ
│

6
│

ａ
の
観
智
院
本

「

」
と
鎮
国
守
国
神
社
本
「

」
の
項
目
は
、
そ
の
標
出
漢
字
に
つ
い
て
は
、「
ラ
バ
」
の
意
の
Ａ

「

」
で
あ
る
も
の
の
、
注
記
の
「
ツ
カ
ロ
　

ソ
」
も
し
く
は
「
ツ
カ
ロ
　

ク
」
に
つ
い
て
は
、

Ｃ
「
羸
」
字
に
対
す
る
も
の
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
混
乱
は
、

Ａ
「

」
の
異
体
字
Ｂ
「

」
の
存
在
が
仲
介
と
な
っ
て
発
生
し
、
標
出
漢
字
と
語
義
の
関
係
が

錯
誤
し
た
も
の
と
考
え
た
い
。
そ
の
結
果
、
本
来
、
Ｃ
「
羸
」
字
に
対
す
る
注
記
で
あ
っ
た
「
ツ
カ

ロ
　

ソ
」
も
し
く
は
「
ツ
カ
ロ
　

ク
」
が
、
Ａ
「

」
に
対
す
る
注
記
に
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
が
、
表
Ｂ
│

6
│

ａ
の
観
智
院
本
と
鎮
国
守
国
神
社
本
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
、
問
題
の
記
述
で
あ
る
「
ツ
カ
ロ
」
と
「

ソ
（
ク
）」
は
、「
疲
れ
る
」「
病
む
」
の
語
義
と
関

係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

（
29
）
参
考
ま
で
に
、「

」
字
に
関
連
し
て
、（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の830

に
「
偃
」
字
の
記
載
が
あ
る
。

（
30
）
西
念
寺
本
の
⑪
「
カ
タ
ル
」
に
つ
い
て
は
、
資
料
Ｂ
│

7
に
示
し
た
よ
う
に
「
タ
」
の
最
終
画
の
「
丶
」
に
相
当
す
る
も
の
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、「
ク
」
を

「
タ
」
に
誤
記
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、（
14
）
の
草
川
氏
は
「
カ
ク
ル
」
と
さ
れ
て
解
釈
が
異
な
る
。

（
31
）
観
智
院
本
の
「
僵
」（
仏
上
27
）
の
「
フ
せス

リ
」
に
対
し
て
西
念
寺
本
で
は
「
フ
セ
リス

」（
14
ウ
）
と
あ
る
。

（
32
）
資
料
Ｂ
│

8
の
西
念
寺
本
の
記
載
状
況
か
ら
す
れ
ば
、『
ノ
イ
フ
爪
リ
』『
ノ
イ
爪
リ
』
の
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
語
と
し
て
考
え
に
く
い
。

（
33
）『
ノ
イ
（
キ
）
フ
ス
』
と
い
う
語
の
用
例
は
、
前
田
本
色
葉
字
類
抄
（『
尊
経
閣
蔵
三
巻
本
色
葉
字
類
抄
』
勉
誠
社
　
昭
和
59
年
5
月
）
の
下
17
オ
の
「
偃
臥
」

の
項
目
の
右
に
「
ノ
イ
フ
せ
リ
」
の
振
仮
名
が
あ
る
。
ま
た
、（
16
）
の
築
島
氏
の
に
よ
れ
ば
、11300001

│

⑦10

（
法
華
経
伝
記
　
十
巻
　
五
帖
　
大
治
五

年
　
東
大
寺
図
書
館
）
の
「
偃
」
の
注
記
に
「
ノ
キ
フ
ス
」、11550009

│27

ウ7

（
三
教
指
帰
　
一
帖
　
久
寿
二
年
　
天
理
図
書
館
）
の
「
偃
臥
」
の
「
偃
」

資料B－6－a

観智院本

ツ
カ
ロ
　

ソ

鎮国守国
神社本

下二8ウ 僧中110

ツ
カ
ロ
　

ク

資料B－6－b

親
字

関
連
語
義

文
字

番
号

「
ラ
バ
」

大漢和辞典

C B A

4502528583 45095

「
ラ
バ
」

「
疲
れ
る
」「
病
む
」

羸
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の
注
記
に
「
ノ
イ
フ
シ
」、12230001

│52

オ
（
倶
舎
論
音
義
抄
　
一
帖
　
貞
応
二
年
　
金
沢
文
庫
）
に
「（
ノ
）
イ
フ
ス
」、12780002

│7

（
春
秋
経
伝
集
解

三
十
巻
　
弘
安
元
年
　
宮
内
庁
書
陵
部
）
の
「
偃
」
に
「
ノ
イ
フ
シ
」、
ま
た
、12520007

（
白
氏
文
集
　
二
十
七
巻
　
建
長
四
年
他
　
大
東
急
記
念
文
庫
）

の
「
仰
臥
」
に
「
ノ
イ
フ
シ
」
の
例
が
存
す
る
。
そ
の
他
、
大
鏡
（『
大
鏡
』
日
本
古
典
文
学
大
系
21

岩
波
書
店
　
昭
和
35
年
9
月
　
240
頁
）
の
五
道
長

上
に
「
お
き
な
ら
が
い
や
し
き
や
ど
り
も
、
帯
・
ひ
も
を
と
き
、
門
を
だ
に
さ
ゝ
で
、
や
す
ら
か
に
の
い
ふ
し
た
れ
ば
、
と
し
も
わ
か
え
、
い
の
ち
も
の
び

た
る
そ
か
し
。」（
傍
線
筆
者
）
の
例
が
あ
る
。

（
34
）
西
念
寺
本
の
③
「
又

和
乂
」
に
つ
い
て
は
、（
2
）
の
ｅ
│

1
の
第
7
項
（
資
料
7
）
の
論
考
で
触
れ
て
い
る
。

（
35
）
異
本
に
お
い
て
す
で
に
『
焉
和
乂
』
の
『
和
』
字
が
『
利
』
に
誤
写
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
�
の
段
階
の
記
述
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て

い
る
方
を
自
然
と
考
え
た
。

（
36
）（
5
）
の
諸
橋
氏
の
『
大
漢
和
辞
典
』
の496

に
「
佇
」
字
の
記
載
が
あ
る
が
、「

」
字
は
見
え
な
い
。

（
37
）
参
考
ま
で
に
、
西
念
寺
本
の
⑳
「

亠
儲
」
は
、
観
智
院
本
で
⑲
「

丶
」
⑳
「
儲
丶
」、
高
山
寺
本
で
⑭
「

音
儲
」
と
あ
り
、
観
智
院
本
の
⑲
「

丶
」

⑳
「
儲
丶
」
は
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
こ
の
用
例
は
、
現
西
念
寺
本
が
現
観
智
院
本
を
書
写
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
の
証
左
に
な
る
も
の
と

考
え
る
。〔

付
記
〕
本
稿
は
、
第
77
回
訓
点
語
学
会
研
究
発
表
会
（
平
成
9
年
10
月
17
日
　
於
　
山
形
大
学
）
に
お
い
て
、「
西
念
寺
本
類
聚
名
義
抄
に
お
け
る

増
補
と
脱
漏
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
も
と
に
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。


